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インフラツーリズム
有識者懇談会での議論
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【概要】
○インフラを観光資源として活用するインフラツーリズムの付加価値を高め、地域や民間と連携した新
たなインフラツーリズムに育て、展開していくために必要な方策について、幅広く議論することを目
的として設立された懇談会（事務局：国土交通省総合政策局公共事業企画調整課）
○年度内に3回開催予定（第1回：H30年11月9日、第2回：H30年12月25日、第3回：2月下旬～3月上旬）

【設立趣旨】
インフラは日常の生活や経済活動を支えているだけではなく、観光資源として活用できる地域固有の

財産であり、普段触れることのできないインフラの内部や工事中の風景などを見学する「インフラツー
リズム」が各地で実施されています。

観光産業を我が国の成長に資する基幹産業とするため、政府全体で取り組まれている中で、魅力ある
公的施設・インフラの大胆な公開・開放として、「インフラツーリズム」について積極的に取り組んで
いるところです。

インフラツーリズムに取り組み５年が経過し、多くの来訪者を集める魅力的な施設も増えてきていま
すが、インフラの魅力を十分に活かせていない施設も多数存在します。

このため、本懇談会は、インフラを観光資源として活用するインフラツーリズムの付加価値を高め、
地域や民間と連携した新たなインフラツーリズムに育て、展開していくために必要な方策について、幅
広く議論することを目的として設立するものです。

【委 員】
阿部 貴弘 （日本大学理工学部 教授）
河野 まゆ子 （株式会社ＪＴＢ総合研究所 主席研究員）
篠原 靖 （跡見学園女子大学観光コミュニティ学部 准教授）
清水 哲夫 （首都大学東京大学院都市環境科学研究科 教授）

１．インフラツーリズム有識者懇談会での議論
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※第1回懇談会（平成30年11月9日）資料より
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※第2回懇談会（平成30年12月25日）資料より
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※第2回懇談会（平成30年12月25日）資料より
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※第1回懇談会（平成30年11月9日）資料より
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※第2回懇談会（平成30年12月25日）資料より
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文化財の保存活用制度の見直し
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※文化財審議会文化財分科会企画調査会（第1回）
（平成30年7月13日）資料より 13



【参考】重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、防災、公開活用事業費国庫補助要項（抜粋）
１．趣旨
この要項は、文化財保護法第35条第1項、第172条第5項及び第174条第3項の規定に基づき、重要文化財の管理又は修理

（別に定めるものを除く。）に要する経費、及び重要文化財の公開活用に要する経費について国が行う補助に関し、必
要な事項を定めるものとする。

５．補助金の額
（４）補助事業が国有文化財に係るものであって、当該補助事業者が管理団体である場合の補助率は、上記により算定
した率が65％に満たない場合にあっては65％とする。
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